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税務

ー
メ
ー
シ
ョ
ン
）
投
資
促
進
税
制
が

創
設
さ
れ
た
と
聞
き
ま
し
た
。
本
制

度
の
内
容
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
に
向
け

た
経
済
構
造
の
転
換
・

好
循
環
の
実
現
を
図
る

た
め
、
企
業
の
D
X
に
向
け
た
投
資

を
促
進
す
る
措
置
と
し
て
、
計
画
的

な
デ
ジ
タ
ル
環
境
の
構
築
（
ク
ラ
ウ

ド
化
等
）
に
よ
る
企
業
変
革
を
行
う

場
合
に
、
特
別
償
却
（
30
％
）
ま
た

は
税
額
控
除
（
3
％
・
5
％
）
が
で

き
る
制
度
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

１
．
概
要

　

青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
法
人
ま

た
は
個
人
が
主
務
大
臣
の
認
定
を
受

け
た
「
事
業
適
応
計
画
」
に
従
っ
て

実
施
す
る
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
導
入

の
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
投
資
等
に
つ
い
て
、

次
の
い
ず
れ
か
の
選
択
適
用
が
認
め

ら
れ
ま
す
。

令
和
3
年
度
税
制
改
正

に
お
い
て
、
D
X
（
デ

ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ

①
取
得
価
額
（
注
1
）
×
30
％
の
特

別
償
却

②
取
得
価
額
（
注
1
）
×
3
％
の
税

額
控
除
（
注
2
）

※
グ
ル
ー
プ
外
の
他
法
人
（
注
3
）

と
デ
ー
タ
連
携
す
る
場
合
に
は

5
％

（
注
1
）
投
資
額
の
上
限
は
3
0
0
億
円

と
な
り
ま
す
。

（
注
2
）
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
に
向

け
た
投
資
促
進
税
制
と
合
わ
せ
て
当
期

法
人
税
額
の
20
％
が
上
限
と
な
り
ま
す
。

（
注
3
）
会
社
法
上
の
親
・
子
・
兄
弟
会

社
に
含
ま
れ
な
い
法
人
を
い
い
ま
す
。

２
．
適
用
時
期

　

改
正
産
業
競
争
力
強
化
法
の
施
行

の
日
（
令
和
3
年
8
月
2
日
）
か
ら

令
和
5
年
3
月
31
日
ま
で
の
間
に
取

得
等
を
し
て
国
内
に
あ
る
事
業
の
用

に
供
し
た
資
産
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

３
．
対
象
設
備

　

①
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
、
②
繰
延
資
産

（
ク
ラ
ウ
ド
シ
ス
テ
ム
へ
の
移
行
に

係
る
初
期
費
用
）、
③
器
具
備
品

（
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
・
繰
延
資
産
と
連

携
し
て
使
用
す
る
も
の
に
限
る
）、

④
機
械
装
置
（
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
・
繰

延
資
産
と
連
携
し
て
使
用
す
る
も
の

に
限
る
）
を
対
象
と
し
ま
す
。
リ
ー

ス
取
引
の
場
合
で
も
、
フ
ァ
イ
ナ
ン

ス
リ
ー
ス
の
う
ち
、
所
有
権
移
転
リ

ー
ス
取
引
に
つ
い
て
は
、
税
額
控
除

・
特
別
償
却
い
ず
れ
も
対
象
と
な
り
、

所
有
権
移
転
外
リ
ー
ス
取
引
に
つ
い

て
は
、
税
額
控
除
の
み
対
象
（
特
別

償
却
は
対
象
外
）
と
な
り
ま
す
。

４
．
認
定
要
件

　

D
X
投
資
促
進
税
制
の
適
用
を
受

け
る
に
は
、
改
正
産
業
競
争
力
強
化

法
に
基
づ
く
事
業
適
応
計
画
を
主
務

大
臣
に
提
出
し
、
認
定
を
受
け
る
必

要
が
あ
り
、
認
定
を
受
け
る
に
あ
た

っ
て
は
、
デ
ジ
タ
ル
（
D
）
要
件
、

企
業
変
革
（
X
）
要
件
の
2
つ
の
要

件
を
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
各

要
件
の
概
要
は
次
の
通
り
で
す
。

⑴
デ
ジ
タ
ル
（
D
）
要
件

　

デ
ジ
タ
ル
（
D
）
要
件
と
は
、
デ

ー
タ
連
携
・
共
有
、
レ
ガ
シ
ー
回
避
、

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て

の
要
件
と
な
り
、
以
下
を
満
た
す
必

要
が
あ
り
ま
す
。

♦
他
の
法
人
等
が
有
す
る
デ
ー
タ
ま

た
は
事
業
者
が
セ
ン
サ
ー
等
を
利

用
し
て
新
た
に
取
得
す
る
デ
ー
タ

と
既
存
内
部
デ
ー
タ
と
を
合
わ
せ

て
連
携
す
る
こ
と

♦
ク
ラ
ウ
ド
技
術
を
活
用
す
る
こ
と

♦
（独）
情
報
処
理
推
進
機
構
が
審
査
を

行
う
認
定
（
Ｄ
Ｘ
認
定
）〈
レ
ガ

シ
ー
回
避
・
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
等
の
確
保
〉

　

こ
の
う
ち
、
D
X
認
定
制
度
と
は
、

（独）
情
報
処
理
推
進
機
構
（
I
P
A
）

が
、
国
が
策
定
し
た
指
針
を
踏
ま
え
、

優
良
な
取
り
組
み
を
行
う
事
業
者
を

申
請
に
基
づ
い
て
認
定
審
査
す
る
制

度
で
、
現
行
で
は
、
申
請
は
通
年
可

能
、
審
査
期
間
は
60
営
業
日
程
度
、

認
定
後
の
有
効
期
間
は
2
年
間
と
な

っ
て
い
ま
す
（
図
表
❶
）。

⑵
企
業
変
革
（
X
）
要
件

D
X
投
資
促
進
税
制
の
創
設
と

申
請
の
ポ
イ
ン
ト

税
理
士
法
人
ア
フ
ェッ
ク
ス

（
商
工
研
相
談
業
務
委
嘱
先
）

税
理
士
・
公
認
会
計
士

金
子
尚
貴
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企
業
変
革
（
X
）
要
件
と
は
、
ビ

ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
変
革
、
ア
ウ
ト
プ

ッ
ト
、
全
社
戦
略
に
つ
い
て
の
要
件

と
な
り
、
全
社
の
意
思
決
定
に
基
づ

く
も
の
（
取
締
役
会
等
の
決
議
文
書

添
付
等
）
で
、
以
下
の
も
の
を
満
た

す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

♦
商
品
の
製
造
原
価
が
8
・
8
％
以

上
削
減
さ
れ
る
こ
と
等

♦
生
産
性
向
上
や
売
上
高
の
上
昇
の

目
標
を
定
め
る
こ
と

・
計
画
期
間
内
で
、
R
O
A
が

2
0
1
4
～
2
0
1
8
年
平
均

を
基
準
値
と
し
て
1
・
5
％
ポ

イ
ン
ト
向
上

・
計
画
期
間
内
で
、
売
上
高
伸

び
率≧

過
去
5
年
度
の
業
種
売

上
高
伸
び
率
＋
5
％
ポ
イ
ン
ト

♦
投
資
総
額
が
売
上
高
比
0
・
1
％

以
上
で
あ
る
こ
と

　

前
述
の
①
デ
ジ
タ
ル
（
D
）
要
件

と
②
企
業
変
革
（
X
）
要
件
の
両
方

を
満
た
し
た
事
業
適
応
計
画
を
提
出

し
、
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
る
こ

と
で
D
X
投
資
促
進
税
制
の
適
用
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
D
X
認

定
等
が
あ
り
、
計
画
書
を
提
出
す
る

に
あ
た
り
時
間
を
要
す
る
こ
と
が
想

定
さ
れ
ま
す
の
で
、
適
用
を
受
け
る

こ
と
を
検
討
す
る
場
合
に
は
、
事
前

の
計
画
・
準

備
が
必
要
と

な
り
ま
す

（
図
表
❷
）。

５
．
ま
と
め

　

令
和
3
年

度
税
制
改
正

に
お
い
て
創

設
さ
れ
た
Ｄ

Ｘ
投
資
促
進

税
制
は
、
企

業
の
Ｄ
Ｘ
実

現
を
後
押
し

す
る
た
め
、

ク
ラ
ウ
ド
技

術
を
活
用
し

た
デ
ジ
タ
ル

関
連
の
投
資

（
ソ
フ
ト
・

出所：（独）情報処理推進機構ウェブサイト「DX認定制度」

図表❶　DX認定制度のイメージ

認定事業者 経済産業省
〈認定〉

IPA
〈審査・問い合わせ〉

DX認定制度
事務局

問い合わせ

認定申請 審査結果

結果通知 結果通知

ハ
ー
ド
双
方
）
に
対
し
て
税
額
控
除

ま
た
は
特
別
償
却
が
可
能
と
な
る
措

置
で
す
。
適
用
を
受
け
る
に
あ
た
っ

て
は
、
事
前
に
事
業
適
応
計
画
の
認

定
が
必
要
と
な
り
容
易
に
適
用
で
き

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ポ
ス

ト
コ
ロ
ナ
時
代
を
見
据
え
Ｄ
Ｘ
化
を

検
討
し
て
い
る
企
業
は
多
く
存
在
す

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
本
税
制

は
青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
法
人
ま

た
は
個
人
で
あ
れ
ば
業
種
・
資
本
金

規
模
を
問
わ
ず
幅
広
く
対
象
と
な
り

得
る
こ
と
か
ら
、
す
で
に
適
用
の
検

討
を
開
始
し
て
い
る
企
業
も
あ
る
で

し
ょ
う
。
設
備
投
資
を
検
討
し
て
い

る
中
小
企
業
で
あ
れ
ば
、
本
税
制
の

他
に
も
、
令
和
3
年
度
税
制
改
正
に

て
適
用
期
限
が
令
和
5
年
3
月
31
日

ま
で
2
年
延
長
さ
れ
た
中
小
企
業
経

営
強
化
税
制
や
中
小
企
業
投
資
促
進

税
制
、
令
和
3
年
度
税
制
改
正
に
て

創
設
さ
れ
た
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ

ル
に
向
け
た
投
資
促
進
税
制
な
ど
の

適
用
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

各
税
制
に
よ
り
、
適
用
資
産
の
範

囲
や
適
用
要
件
、
事
前
認
定
の
要
不

要
な
ど
異
な
る
面
が
あ
り
ま
す
の
で
、

企
業
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
よ
り
良
い

設
備
投
資
が
実
現
で
き
る
税
制
を
検

討
さ
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

出所：財務省「令和3年度税制改正」令和3年3月

図表❷　DX投資促進税制の全体図

事業適応計画
○事業適応計画の認定要件を満た
した上、次の要件について主務
大臣から確認を受ける必要。

１．デジタル（D）要件（データ連携・共有、
レガシー回避、サイバーセキュリティ）

♦他の法人等が有するデータまたは事業者が
センサー等を利用して新たに取得するデータ
と既存内部データを合わせて連携すること

♦クラウド技術を活用すること
♦（独）情報処理推進機構が審査を行う認定
（DX認定）

２．企業変革（X）要件（ビジネスモデルの
変革、アウトプット、全社戦略）

♦商品の製造原価が8.8％以上削減されるこ
と等

♦生産性向上や売上高の上昇の目標を定め
ること

・計画期間内で、ROAが2014～2018年
平均を基準値として1.5%ポイント向上

・計画期間内で、売上高伸び率≧過去5年
度の業種売上高＋5%ポイント

♦投資総額が売上高比0.1%以上であること

○認定された事業適応計画に
基づいて行う設備投資につ
いて、以下の措置を講じる。

対象設備 税額控除 特別償却

ソフトウエア
繰延資産
機械装置
器具備品

3%

30%【他社とのデータ
連携に係るもの】

5％

※設備投資総額の上限：300億円

（注1）クラウド技術を活用したシステムへの
　　  移行に係る初期費用（繰延資産）

（注2）機械装置および器具備品にあっては、
　　  ソフトウエアまたは繰延資産と連携して
　　  使用するものに限る。

（注3）税額控除の控除上限は、カーボンニュ
　　  ートラルに向けた投資促進税制と合わ
　　  せて当期の法人税額の20%を上限。

課税の特例の内容


